












要約:昭和60年 6月から昭和63年 3月までの間に厚生省「B型肝炎母子感染防止対策事業」

により HBs抗原検査を受けた妊婦は 3,093,911人におよび、昭和 61、62 年度には、全妊婦

の 92%が検査を受けたものと推定される。本事業の対象となり感染防止処置を開始された

児は、昭和 62 年度までに計 7,800 人であり、対象児のほとんどすべてで処置が完了したも

のと推定された。この結果、事業開始前、年 4,500 人程度発生していたと推定される HBV

キャリアは、昭和 63 年には凡そ 500～700 人に減少したものと推定された。 

本事業の効果を高める為、HB ワクチン 3 回接種後に HBs 抗体検査を行い,低反応例に対し

ては 4 回目の HB ワクチン投与を行うべきであると結論された。また、一旦上昇した HBs

抗体が、次第に低下し陰性化するものがあるので、生後 1ないし 1歳半で HB ワクチンの追

加接種をすべきであろうとの結論に達した。 

本事業対象外であるHBe 抗原陰性 HBVキャリア妊婦からの出生児に対して、出生時 1回の

HBIG 投与で感染を減らせるものの、完全には阻止しえないことが明らかとなり、これらの

児に対しても、HBe 抗原陽性 HBV キャリア妊婦からの出生児と同じ感染防止策を施すべき

であるとの結論に達した。 


